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説

lま

じ

め

ラι
日岡

か
つ
て
ネ
ル

|
(
E
E
Fこ白
4
5
5『
E
Z与
E)
は
制
憲
議
会
に
お
い
て
、
司
法
審
査
の
あ
り
方
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
判
事
や

最
高
裁
は
自
ら
第
三
の
議
院
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
高
裁
・
裁
判
所
は
判
決
で
、

M
E
即
応
の
意
思
を
代
表
す
る
国
会
の
至
高
の
意
思

を
論
越
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
が
誤
っ
た
道
を
歩
め
ば
裁
判
所
は
そ
れ
を
指
摘
で
き
る
が
、
結
局
社
会
の
将
来
に
関
わ
る
こ
と
を
妨

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
:
社
会
改
革
法
案
に
つ
い
て
裁
判
所
は
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
介
入
す
れ
ば
、
特
異
な
手
続
を
採
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
憲
法
改
正
の
方
法
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
:
・
判
事
任
命
機
関
た
る
執
行
府
が
自
ら
に
有
利
な
判
決
を
得
ょ
う
と
し

そ
れ
は
非
常
に
良
く
な
い
方
法
で
あ
る
。
」

て
気
に
入
っ
た
判
事
を
任
命
し
始
め
る
こ
と
だ
が
、

そ
の
後
の
イ
ン
ド
司
法
審
査
制
の
軌
跡
は
、
こ
の
ネ
ル

l
の
危
倶
を
ま
さ
に
現
実
化
し
た
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
政
治
部
門
に
よ
る
憲
法

第
四
編
の
国
家
政
策
の
指
導
原
則
条
項
の
実
効
化
努
力
H
社
会
経
済
立
法
に
対
し
、
裁
判
所
は
第
三
一
編
基
本
権
条
項
に
依
拠
し
て
頻
繁
な
違

憲
無
効
判
決
で
答
え
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
違
憲
判
断
積
極
主
義
を
抑
制
す
べ
く
憲
法
改
正
が
発
動
さ
れ
、
今
度
は
憲
法
改
正
の
限
界
が
再

び
最
高
裁
の
姐
上
に
の
ぼ
る
。
い
わ
ば
慢
性
的
な
両
者
の
紛
争
状
況
が
常
態
と
な
っ
て
き
た
。
上
位
裁
判
所
た
る
最
高
裁
判
事
の
法
意
識
・

自
由
主
義
時
代
的
人
権
観
念
に
は
幾
多
の
問
題
性
が
あ
る
と
は
一
言
え
、
近
時
裁
判
官
の
「
基
本
的
哲
学
・
人
生
観
」
が
問
わ
れ
、
「
コ
ミ
ツ

ト
し
た
」
裁
判
所
の
必
要
性
が
語
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
社
会
経
済
的
正
義
の
領
域
に
お
け
る
判
例
の
潮
流
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
司
法
部
へ
の
全
面
的
攻
撃
が
持
続
し
て
い
る
。
ネ
ル

l
の
娘
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ

1
2
E
H
E
の
S
S
F
)
は
こ
う
語
っ
て

い
た
。
「
か
つ
て
の
ジ
ャ
ナ
タ
体
制
は
政
治
的
偏
見
に
基
づ
い
て
裁
判
所
に
数
多
く
の
任
命
を
行
っ
た
・
:
我
々
の
直
面
し
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
は
、

政
治
的
偏
見
に
基
づ
き
裁
判
官
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
人
々
が
持
続
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
も
し
械
を

保
持
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
か
ら
正
義
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
信
用
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
」
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憲
法
の
「
基
本
構
造
」
を
変
更
す
る
憲
法
改
正
を
認
め
な
い
と
の
障
害
に
直
面
し
た
政
府
・
議
会
は
、
二
つ
の
手
法
で
司
法
部
の
従
属
化

を
め
ざ
し
た
。
そ
の
一
つ
が
非
常
事
態
中
に
断
行
し
た
四
二
次
憲
法
改
正
に
見
ら
れ
る
、
改
正
権
(
三
六
八
条
)
の
発
動
に
よ
る
違
憲
憲
査

a

〔

6
)

権
の
制
限
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
裁
判
所
の
人
事
介
入
と
い
う
端
的
な
方
法
で
あ
る
。
本
小
論
で
は
後
者
の
側
面
の
う
ち
特
に
一
九
七
三

年
四
月
の
最
高
裁
長
官
任
命
事
件
を
取
り
上
げ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
司
法
権
の
独
立
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

インド最高裁長官任命事件

(

1

)

(

リ
室
旬
足
立
2
N
h
k
C
2若
守
』
Y
U
Sミ
2-〈。--〈-z・目)同)-HH由印
l
。・

(
2
)
一
九
五
O
年
に
憲
法
施
行
後
、
八
五
年
ま
で
に
五
二
回
の
改
正
を
見
た
。

(
3
)
一
般
国
民
と
の
遊
離
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
元
最
高
裁
判
事
の
〈
同
町
目
的
F
E
守
R
-
E言
語
3
E
'
?
と
5
2
。
君
。
。
E
-
U
2
司
b
O
2
司
E
F

--zzg∞)・

3
∞
H
イ
ン
ド
法
律
職
(
I
L
S
)
の
植
民
地
的
特
質
の
残
存
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
C
宮
内
E
Z
切
回
何
回
ヨ
コ
お
(
U
3
2
u
。
H
H
p
b
E
K
H
g
c
hミ

~叫し℃~切な吾

(Zmdそ
り

m-E〈Hrhw印可ロFZ印FFロ阿国。己目。)@]戸匂∞
N

(
4
)
最
高
裁
は
指
導
原
則
の
実
効
化
措
置
を
、
公
益
に
か
な
う
と
し
ま
た
基
本
権
の
行
使
に
対
す
る
合
理
的
な
制
限
と
し
て
認
め
始
め
た
。
以
下
を
参
照
。

∞
-
N
m
E
R
E
-
U
S
号
室
。
苦
R
?と
N
2
5
号
、
?
と
S
D
S
E
5
2
2
0巾
E
-
p
s
h
r
o
m
m
g
-
S
E
e
E
R
E
-
E
g
g
-
P
E
室
内
p
oミ
言
干

ha韮
2N九
三
勾
民

h
p
H
h
c
芸
品
む
言
内
町
内
呂
町
、
コ
S

口
、
目
立
(
Z
。
君
。
巴
E
U
m
m
M
問
)
除
。
ぬ
何
回
}
)
-
N

ロ己・2]・・]{∞∞KF・

(
5
)
八
一
年
一
-
一
月
一
八
日
の
発
言
。
回
E向
者

S
0
・
U
E
p
z
〉
印
Z
身

5
-
w
H巾
2
2
5
1
]
E
E担
}
(
V
S
E
2
吋

Z
Z
E
出
口
わ
同
印
吊
・
3
k
目
白
E
3
同
文
書
偽
予
〈
O

一
H
H
E

Z
0
・
品
(
〉
司
コ
一
】
匂
∞
ω
)
@
宮
古
品
出
ω
1
∞
ω
a
同
片
品
。
ム

(6)
拙
稿
「
一
九
七
六
年
イ
ン
ド
第
四
二
次
憲
法
改
正
の
検
討
」
岩
手
大
学
文
化
論
叢
第
一
輯
(
一
九
八
四
年
)
二
四
三
l
二
六
四
頁
を
参
照
。
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説

一
、
事
件
の
発
端

由

民岡

七
三
年
四
月
二
四
日
の
基
本
権
事
件
最
高
裁
判
所
判
決
ヌ

2
2
E
S
E
E
R
5
〈
∞
S
R
C問
問

内

E
F
〉
日
児

54ωω
・(
U
-
E
E
)
の
翌

日
、
ギ
リ
(
〈
ぐ

-
Cユ
)
大
統
領
は
退
職
す
る
シ
ク
リ
(
∞
・
ζ
・
∞
芥
与
の
後
任
と
し
て
、
ラ

l
ィ
2
・2
・
河
印
可
)
を
一
四
代
目
の
最
高
裁
長
官
に

任
命
し
た
。
こ
の
人
事
は
最
高
裁
陪
席
判
事
中
ラ

l
イ
よ
り
も
先
任
の
三
名
の
判
事
、
シ
ェ

l
ラ
ト
(
}
冨
吉
巳
主
・
ヘ
グ
デ
(
民
∞
同
町
立
巾
)
・

グ
ロ

l
ヴ
ァ

l
(〉
Z

の
g
〈
巾
「
)
を
飛
び
越
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
例
を
除
い
て
、
そ
れ
ま
で
確
立
さ
れ
て
い
た
最
高
裁
判
事
を
最

長
期
勤
め
る
判
事
か
ら
新
長
官
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
「
先
任
(
印

2
5ユ
ミ
)
の
原
則
」
を
破
棄
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
一
一
判
事
は
こ
の
決
定
に

抗
議
し
て
二
六
日
に
辞
職
す
る
。
こ
の
飛
び
越
し
す
毛
2
月

g
gロ
)
に
対
し
て
法
曹
界
・
野
党
か
ら
激
し
い
非
難
・
攻
撃
が
加
え
ら
れ
、
こ

こ
に
一
大
論
争
が
生
じ
た
。
即
ち
同
日
、
最
高
裁
弁
護
士
協
会
(
∞
喜

2
5巾(リ
2
2
E『
〉

8
2
5
5ロ
)
は
決
議
を
採
択
し
て
、
「
最
高
裁
法

廷
の
非
常
に
優
秀
・
有
能
な
三
名
の
メ
ン
バ
ー
」
を
取
り
代
え
た
政
府
の
行
為
を
強
く
非
難
し
た
。
「
こ
の
行
為
は
純
粋
に
政
治
的
な
も
の

で
あ
り
、
特
に
任
命
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
方
法
を
考
え
て
み
る
と
な
お
さ
ら
、
任
命
の
功
罪
に
対
し
て
い
か
な
る
関
連
も
な
か
っ
た
。
」
「
こ
れ

は
司
法
部
の
独
立
と
公
平
さ
を
傷
つ
け
、
最
高
裁
の
威
信
と
尊
厳
を
低
下
さ
せ
る
悪
ど
い
ま
た
途
方
も
な
い
試
み
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
ま

た
、
シ

1
タ
ル
ヴ
ァ

l
ド
(
去

-
n
p
g
{
g
a
元
連
邦
法
務
総
裁
)
・
チ
ャ
グ
ラ

(ζ

。-n
E包
白
元
ボ
ン
ベ
イ
高
裁
長
官
)

-
シ
ャ

l
c・(
U
'

笹
山
町
元
最
高
裁
長
官
て
デ
サ
イ
(
民
吋
ロ
B
巴
元
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
高
裁
長
官
て
タ
ル
ク
ン
デ
(
〈
・
豆
、
吋
白

=gzm元
ボ
ン
ベ
イ
高
裁
判
事
)
・

パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
(
Z
〉
・
司
釦

-
5
2色
白
著
名
な
弁
護
士
)
は
共
同
声
明
で
、
こ
の
行
為
は
「
裁
判
所
の
独
立
を
傷
つ
け
る
明
白
な
試
み
で
あ
る
。

こ
の
s不
適
当
な
行
為
は
司
法
部
に
対
し
大
き
な
永
続
的
な
損
傷
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
わ
が
自
由
の
制
度
の
歴
史
に
お
け
る
最
も
悲
し
い
日
で

あ
る
」
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
非
難
の
背
景
に
は
、
前
記
の
基
本
権
事
件
の
他
、
銀
行
固
有
化
事
件
(
見
わ
-
p
o
u巾『〈

C
E
g
o
ご
E-P
〉

--m・
5
叶。

ω・ゎ

北法36(3・50)714 



旬
。
ム
)
及
ぴ
藩
王
特
権
廃
止
事
件
(
玄
包
冨
〈
何
回

O
P
E
a
-即
〈
-
C
E
g
oご

E-P
〉
-
-
H
N

・

5
ご
∞
・
(
U
-
m
ω
0
・
)
に
お
い
て
、
ラ

1
イ
が
政
府
側
に

有
利
な
少
数
意
見
を
書
い
た
の
で
任
命
さ
れ
た
と
の
臆
測
が
あ
っ
た
。
実
際
政
府
側
の
理
由
づ
け
も
、
あ
る
程
度
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ゴ
カ

l
レ
(
出
見
・
。
。

E-m)
法
相
は
法
律
委
員
会
(
戸
担
当
わ
G
E
E
-
5
0ロ
)
の
勧
告
に
従
っ
た
決
定
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
し
た
が
、
連

・
サ
パ

邦
下
院
で
主
に
答
弁
し
た
ク
マ
ラ
マ
ン
ガ
ラ
ム

(
ω
ζ
c
F
E
宍

5
5
2ヨ
吉
岡
田
宮
呂
)
鉄
鋼
棺
は
大
旨
、
司
法
部
と
国
会
の
聞
の
「
対
決
」
を
終

わ
ら
せ
る
の
に
役
立
つ
人
・
風
向
き
の
変
化
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
・
最
高
裁
内
で
我
々
を
助
け
る
人
・
国
会
の
最
高
性
を
認
め
る
人

を
、
政
府
は
長
官
に
望
ん
だ
の
だ
と
述
べ
て
い
た
。

(
1
)
正
式
名
称
は
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
(
の
E
m
ご
z
E
2
0ご
E
S
)
だ
が
、
こ
こ
で
は
通
称
を
用
い
る
。

(
2
)
最
高
裁
判
事
の
定
年
は
六
五
歳
で
あ
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
。

インド最高裁長官任命事件

判

事

名

シ
ェ

i
ラ
ト

ヘ

グ

デ

グ
ロ

l
ヴ

7
1

九九九九
一一 o0 
二二九八生

一三六七
年

九五一六

最

高

裁

就

任

一
九
六
六
・
二
・
二
四

一
九
六
七
・
七
・
一
七

一
九
六
八
・
二
・
一
二

一
九
六
九
・
八
・
一

退
職
予
定

一
九
七
三
・
七
・
一
六

一
九
七
四
・
六
・
一
一

一
九
七
七
・
二
・
一
五

一
九
七
七
・
一
-
一
一
九

フ

イ

(
3
)
六
四
年
に
ガ

l
ジ
エ
ン
ド
ラ
ガ
ド
カ
ル
百
・
回
の
と

g
今
お
邑
宮
『
)
が
先
任
の
イ
マ
ム
(
印
e
E
R
R
-自
白
互
に
変
わ
っ
て
長
官
と
な
っ
た
例
。
但
し
、
ィ

マ
ム
は
重
病
で
あ
っ
た
。

(
4
)
0
・。・

5
吋
各
国
ロ
含
ロ

fMS守
G
2
2
g
h
S
向
。
室
急
室
町
H
Q
3
2
2
ロ
E
=
〉

5
5
2
2
u
z
n即片岡。ロ凶)・

3
4
4・
3OE--M-

(
5
)
〈

UFAち
と
白
ロ
ヨ
(
リ
室
ヒ
宣
言
言
~
h
a塁
失

E
K
H
Q
(宮
内
言
。
者
一
何
回
印
門
間
百
回
。
。
宵
わ
O
B
宮
口
可
)-m-H円

F
E
-
-
E∞
kr
司・

ω
印
叶
・
そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
反
響
が

あ
っ
た
|
|
i
①
政
府
の
決
定
は
「
執
行
部
の
倣
慢
さ
の
最
も
衝
撃
的
な
誇
示
だ
」
(
全
イ
ン
ド
法
曹
評
議
会
会
長
官

B
E
Fヨ
色
白
E
)
、
②
「
前
例
の
な
い

北法36(3・51)715 



1見

驚
く
べ
き
も
の
」
(
最
高
裁
弁
護
士
協
会
会
長
。
欠
。
弓
Z
R之
、
③
「
今
日
は
司
法
行
政
に
お
け
る
最
も
暗
黒
の
日
だ
。
我
々
が
生
涯
賞
賛
し
て
止
ま

な
い
も
の
、
我
々
が
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
原
則
が
急
速
に
く
ず
れ
さ
り
つ
つ
あ
る
」
(
チ
ャ
グ
ラ
)
、
④
「
司
法
部
の
独
立
に
対
す
る
大
打
撃
だ
。
こ
の
決

定
に
は
政
治
が
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
」
(
シ
ク
リ
)
、
⑤
こ
の
任
命
は
「
権
威
主
義
的
政
府
の
伝
統
と
一
致
す
る
も
の
だ
」
(
ヘ
グ
デ
)
、
⑥
五
月
三
日
弁

護
士
協
会
は
最
高
裁
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
、
デ
リ
l
・
ボ
ン
ベ
イ
・
マ
ド
ラ
ス
・
ア
ラ
ハ
パ

l
ド
・
パ
ト
ナ
・
カ
ル
カ
ッ
タ
・
ジ
ャ
ム
&
カ
シ
ュ
ミ

l
ル・

ロ
ク
・
サ
パ

チ
ャ
ン
デ
ィ
カ
l
ル
の
各
高
裁
弁
護
土
協
会
も
抗
議
声
明
を
出
し
た
。
⑦
五
月
二
日
の
連
邦
下
院
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
打
撃
の
も
う
一
つ
の
目
標
は

「
最
高
裁
を
抱
き
込
む
た
め
の
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
っ
た
」
弓
『
由
美
〉
三
百
ロ
ヱ
と
批
判
さ
れ
た
。
①
②
⑦
は
問
。
印
国
内
包
?
の
5
2
2
E
E
S

H
芯
K
R
E
q
(回
。
ョ
『
ミ
∞
二
戸
己

E
E
Z
5
5ロ印)・

5
寸

ω
e
E
H
|品
③
は
富
山
F
2
g
-
口市内丈
J

司・

ω印
叶
④
は
さ
『
円

Z
E
E
-
各-己

-Zωω
⑤
は
〉
穴

(
U
F
。己巳
F

E

p

z
〉
官
官
四
三
E
g
片
。
同
白
h
Eえ
古
田
門
戸

2
・叶

}zmgι
可
。
『
担
。
。
口
片
『
。
〈
ぬ
吋
印
〕
『
E
白

Z
。耳目
ν
巾「印同月三
-
2
1
V肘
怖
さ
ミ
ミ
h
一
言
句
E
E
H
N
S
S』

E
N
t
h
)
《刷、-

E
5
5ミ
~Ekse
〈。
-
H日

Z
。
品

(
0
3
0
2
5
斗吋)・

3
・Hω
∞
岨
回
二
品
⑥
は
り
(
わ
リ
。
己
毛
司

z-
『?芯且去"言

C
。2君尚ゼ言、吊内
3噂芸語苦言ぬ

り巾己}『
H

〈

-E凶)@司
-
P
J
閉め〈回目巾己目山門
r
H
m
v
m
w
N

司
N

市山同

(6)
の
己
百
円

pee円
H
?
官
官
-N匂
N
l
ω

論

二
、
憲
法
規
定
・
制
憲
者
意
思

き
て
イ
ン
ド
の
場
合
、
最
高
裁
長
官
は
い
か
に
し
て
任
命
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
関
連
条
文
を
見
て
お
こ
う
。
憲
法
一
二
四
条
(
最
高
裁

は
こ
う
規
定
す
る
。
仰
最
高
裁
判
所
を
置
く
。
最
高
裁
判
所
は
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
及
び
国
会
が
法
律
で
定
数
を

増
加
す
る
ま
で
は
七
名
以
下
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
構
成
す
る
。
凶
最
高
裁
判
所
の
各
裁
判
官

azミ
吉
身
巾
)
は
、
大
統
領
が
そ
の
目
的

判
所
の
設
立
及
び
組
織
)

の
た
め
必
要
と
考
え
る
最
高
裁
判
所
及
び
州
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
と
協
議
し
た
後
、
署
名
捺
印
し
た
証
書
を
も
っ
て
任
命
す
る
。
・
:
但
し
、

首
席
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
場
合
に
は
、
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
は
常
に
協
議
を
受
け
る

(
以
下
略
)
。
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現
規
定
が
成
案
と
な
る
ま
で
に
は
多
少
の
変
遷
が
見
ら
れ
る
が
、

四
九
年
五
月
二
四
日
に
制
憲
議
会
で
憲
法
草
案
一

O
三
条
(
現
行
二
一

四
条
)
が
討
議
さ
れ
た
時
、

ア
ン
ベ

i
ド
カ
ル
(
∞
-
H
N

・
〉
日

σ
E
E「
)
の
次
の
よ
う
な
議
論
の
結
果
そ
の
採
択
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

「
さ
て
本
条
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
数
多
く
の
修
正
に
関
し
て
は
、
実
際
三
つ
の
論
点
が
あ
り
ま
す
。
第
一
は
最
高
裁
判
事
が
い
か
に
し

て
任
命
さ
れ
る
か
で
す
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
関
連
す
る
修
正
案
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
二
一
つ
の
異
な
っ
た
提
案
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
最
初
の
提
案
は
、
最
高
裁
判
事
が
長
官
の
同
意
を
得
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
が
一
つ
の
見
解
で
す
。
別
の
見

解
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
任
命
が
国
会
に
よ
る
三
分
の
こ
の
投
票
の
認
証
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
も
の
、
第
三
の
提
案
は
連
邦
上

院
(
円
。

==2-o同
ω
Z
Z印
)
と
協
議
し
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
提
起
さ
れ
た
事
柄
が
最
高
の
重

要
性
を
も
つ
こ
と
に
ま
っ
た
く
同
意
し
ま
す
。
わ
が
裁
判
所
が
執
行
府
か
ら
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
十
分
な
権
限
を
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
当
議
院
で
異
論
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
問
題
は
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
目
標
を
確
保
で
き
る
か
で
す
。
他
国

で
は
こ
の
問
題
を
律
す
る
の
に
二
つ
の
違
っ
た
方
法
が
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
任
命
は
い
か
な
る
種
類
の
制
限
も
受
け
ず
に
国
王
に
よ

っ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
の
時
点
の
執
行
府
に
よ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
と
反
対
の
制
度
が
合
衆
国
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
例

え
ば
最
高
裁
の
役
職
は
他
の
官
職
と
同
じ
く
、
合
衆
国
上
院
の
同
意
を
得
て
任
命
さ
れ
る
の
で
す
。
今
日
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
状
況

インド最高裁長官任命事件

に
お
い
て
は
合
衆
国
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
責
任
感
覚
が
成
長
し
て
い
な
い
の
で
、
任
命
を
い
か
な
る
種
類
の
留
保
も
あ
る
い
は
制
限
も
な
く
大

統
領
の
手
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
こ
と
、

つ
ま
り
そ
の
時
点
の
執
行
府
の
助
言
に
基
づ
い
て
の
み
行
う
こ
と
は
、
危
険
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
同
様
に
執
行
府
が
し
た
い
と
思
う
す
べ
て
の
任
命
を
立
法
府
の
同
意
に
か
か
わ
ら
せ
る
の
も
ま
た
、
非
常
に
適
当
な
規
定
で
は
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
厄
介
で
あ
る
こ
と
を
別
に
し
て
も
、

そ
れ
は
ま
た
政
治
的
圧
力
・
政
治
的
考
慮
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
任
命
の
可
能
性
を

含
み
ま
す
。
従
っ
て
、
草
案
の
本
条
は
中
間
の
コ

l
ス
を
行
く
も
の
で
す
。
こ
れ
は
任
命
を
す
る
際
、
大
統
領
を
最
高
絶
対
の
独
裁
者
に
し

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
ま
た
立
法
府
の
影
響
を
持
ち
込
み
ま
せ
ん
。
本
条
の
規
定
は
、
こ
の
種
の
問
題
に
適
当
な
助
言
を
与
え
る
の
に
十
分
適
格
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5見

だ
と
推
定
で
き
る
人
々
と
の
協
議
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
私
の
判
断
で
は
、
当
分
こ
の
種
の
規
定
で
十
分
だ
と
見
な
さ
れ
る
で

し
ょ
、
っ
。

論

そ
の
提
案
の
主
張
者
は
長
官
の
公
平
さ
及
び
判
断
の
確
か
さ
の
両
方
に
、

長
官
の
同
意
問
題
に
関
し
て
は
、

そ
れ
と
は
な
し
に
頼
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
長
官
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
、
個
人
的
に
は
疑
い
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
結
局

は
長
官
も
、
す
べ
て
の
欠
点
・
凡
人
た
る
我
々
の
持
つ
す
べ
て
の
感
情
や
偏
見
の
あ
る
人
間
で
す
。
そ
し
て
長
官
に
実
際
判
事
の
任
命
に
関

す
る
拒
否
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
今
日
大
統
領
に
も
し
く
は
政
府
に
付
与
す
る
用
意
の
な
い
権
能
を
、
現
実
に
長
官
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
私
は
、
こ
れ
も
ま
た
危
険
な
提
案
だ
と
考
え
ま
す
。
」

要
す
る
に
ア
ン
ベ

l
ド
カ
ル
は
、
最
高
裁
判
事
の
任
命
に
つ
い
て
イ
ン
ド
が
英
米
の
中
間
の
道
を
と
っ
た
こ
と
、
長
官
の
「
同
意
」
は
必

要
条
件
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
一
一
一
四
条
は
何
を
規
定
し
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

一
一
一
四
条
凶
項
に
関
し
、
こ
の
事
件
の
中
で
二
つ
の
解
釈
論
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
ず
文
理
解
釈
を
重
視
す
る
立
場
と
し
て
ク
マ
ラ
マ
ン
ガ

ラ
ム
は
、
任
命
権
が
大
臣
会
議
の
助
言
に
基
づ
く
大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
大
統
領
が
す
べ
て
の
任
命
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
高
裁
又
は

最
高
裁
の
ど
の
判
事
の
助
言
を
取
り
上
げ
る
か
は
オ
ー
プ
ン
だ
と
す
る
。
但
書
は
、
陪
席
判
事
の
任
命
の
際
長
官
と
の
協
議
を
命
令
的
義
務

と
し
て
い
る
一
方
で
、
新
長
官
の
任
命
時
に
退
職
す
る
長
官
と
の
協
議
義
務
を
大
統
領
に
課
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
黙
示
し
て
い
る
。
こ
の

の
規
定
か
ら
更
に
明
瞭
と
な
る
。

η
午
ロ
ヘ
立
、

お
四
川
河
古
川
1

，u

一
二
六
条
に
お
い
て
長
官
代
理
を
任
命
す
る
際
先
任

一
二
六
条
(
最
高
裁
長
官
代
理
の
任
命
)

を
基
礎
と
し
て
い
な
い
以
上
、
正
式
の
長
官
の
任
命
に
対
す
る
関
係
で
は
な
お
さ
ら
こ
の
こ
と
は
妥
当
す
る
。
結
論
的
に
彼
は
、
長
官
の
任

命
に
関
す
る
限
り
、
何
人
と
の
協
議
義
務
も
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
。

一
二
四
条
は
陪
席
判
事
の
任
命
手
続
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
長
官
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
と

見
る
。
そ
し
て
六

O
条
・
一
二
六
条
・
二
二
三
条
・
二
二
四
条
問
項
と
対
比
し
て
、
先
任
が
昇
進
の
た
め
の
資
格
要
件
で
は
な
い
と
す
る
。

同
様
に
ア
ン
チ
ュ
レ
イ
も
、
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結
局
彼
は
、
次
の
ス
ッ
パ
・
ラ
オ
の
主
張
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
批
判
す
る
形
で
、
陪
席
判
事
の
任
命
の
場
合
長
官
と
の
協
議
は
命
令
的

(
但
し
協
議
の
結
果
与
え
ら
れ
る
助
言
は
拘
束
力
を
も
た
な
い
て
最
高
裁
・
高
裁
判
事
と
の
協
議
は
選
択
的
で
あ
る
、

長
官
代
理
・
長
官
の
任
命
の
場
合
は
い
か
な
る
協
議
も
命
令
的
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
が

し
か
し

こ
れ
に
対
し
ス
ッ
パ
・
ラ
オ
は
、
最
高
裁
判
事
の
語
は
長
官
を
含
む
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
の
協
議
は
命
令
的
で
あ
る
。
「
彼

(
大
統
領
)

は
そ
の
よ
う
な
協
議
の
後
に
初
め
て
任
命
で
き
る
。
『
大
統
領
が
そ
の
目
的
の
た
め
必
要
と
考
え
る
』
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
自

由
裁
量
は
、
協
議
を
受
け
る
人
数
又
は
特
定
の
判
事
に
関
係
す
る
。
但
書
は
、
長
官
以
外
の
判
事
を
任
命
す
る
場
合
、
彼
が
長
官
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
継
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
長
官
と
協
議
す
る
こ
と
の
障
害
で
は
な
い
。

従
っ
て
こ
の
規
定
の
下
で
判
事
で
あ
る
長
官
は
、
こ
の
条
で
述
べ
る
判
事
た
ち
と
協
議
し
た
後
大
統
領
に
よ
っ
て
の
み
任
命
さ
れ
う
る
こ
と

が
明
ら
か
だ
。
換
言
す
る
と
、
大
統
領
は
本
条
に
い
う
判
事
た
ち
の
何
人
か
と
あ
る
い
は
全
て
と
協
議
し
た
後
に
長
官
を
任
命
で
き
る
。
そ

し
て
判
事
た
ち
の
一
人
は
退
職
す
る
長
官
で
あ
り
え
よ
う
。
」

インド最高裁長官任命事件

ス
ァ
パ
・
ラ
オ
の
解
釈
は
慣
行
の
説
明
で
は
あ
り
え
て
も
、
川
項
で
長
官
と
そ
の
他
の
判
事
を
別
々
な
も
の
と
し
て
い
る
点
、
及
び
但
書

の
意
義
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
点
で
妥
当
な
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
憲
法
規
定
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
政
府
の
「
今
回
の
決

定
は
、
な
ん
ら
不
都
合
な
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
l
)
五
六
年
に
一

O
名
、
六

O
年
に
二
一
一
名
、
七
七
年
に
一
七
名
に
増
加
し
た
。
官
官

2
2〔
U
2
2
2ロ
呂
町
内
『
。
こ
豆
沼
山
)
〉

2
4
5
2
ω
毛
5
2〔
U
2
2

(
Z
ロヨ
σ
ぬ円。『』ロ且問。凶)〉宮内口乱回目めロ門〉円門戸
H
m
w

品。
-

H
ゆ
叶
寸

(2)
最
高
裁
長
官
と
の
協
議
を
明
記
し
た
サ
プ
ル
l
(的
8
2
)
委
員
会
案
・
連
邦
憲
法
委
員
会
案
、
大
統
領
の
自
由
裁
量
に
ま
か
せ
ず
に
実
質
的
役
割
を
は

た
す
パ
ネ
ル
の
設
置
を
提
案
し
た
連
邦
憲
法
委
の
特
別
委
員
会
案
等
。
。
吋
田
口
三
口
市
〉
ロ
日
立
口
峰
三
G
H
S
K
H
S
n
E
M
R
宮町

g
R
9
2ミ
ミ
室
内
。
¥
6
2
5
S
S
O
S

U
回
可
。
同
向
。
「

ι

d
ロ
Z
mぺ
日
出
斤
吋
咽
「
mwmw印
刷

)
'
H
申

4
N
・
世
間
以
-
戸
斗
め

1

4
・
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(
3
)
ハ
喜
朗
丘
町
芯

SNHbhhぬ
苦

S
-
U
S
Q『
m
p
〈
O
}

〈

E
-
百
-
N
日

mw-

(
4
)
「
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
が
欠
け
、
又
は
不
在
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
は
、
大
統
領
が
そ
の
目
的
の
た
め
任

命
す
る
一
名
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
が
そ
の
職
務
を
行
う
。
」

(
5
)
m
y
F
E口
穴
ロ
目
印
『
向
田
山
口
問
自
E
B
-
-
p
t
E日
h

k

同市
V
3志
向
苦

S
H
Z
b
w
H
〉
吉
宮
ロ
ミ
喜
一
勾
号
室
町
内
宮
肺
門
司
君
ミ
N
q
gミ
HP町、
k-3=.ミ
書
室
町
ミ

h
p
n
n
p
N
A
¥
H
E丘町内

A¥

』「唱え
HQ(Zm君
。
己
主
・

O
H
町。『門同
hr

】∞白日
νEF--山町四回同
(
U

。
γ

同市
W
J
1
ω
-

官
官

H
O
]
ニ

(
6
)
六

O
条
(
大
統
領
の
宣
努
又
は
誓
約
規
定
)
日
最
高
裁
長
官
、
又
は
長
官
が
不
在
の
時
は
利
用
で
き
る
最
高
裁
の
最
先
任
判
事
の
立
会
の
下
に
、
宣
誓
・

誓
約
を
す
る
。
二
二
三
条
(
高
裁
長
官
代
理
の
任
命
規
定
)
日
大
統
領
が
任
命
す
る
一
名
の
高
裁
判
事
が
長
官
代
理
の
職
務
を
行
う
と
す
る
。
二
二
四
条

問
項
(
高
裁
判
事
代
理
の
任
命
規
定
)
H
長
官
以
外
の
高
裁
判
事
が
(
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
)
一
時
的
に
長
官
と
し
て
行
動
す
る
よ
う

任
命
さ
れ
る
時
、
大
統
領
は
判
事
代
理
を
任
命
で
き
る
と
す
る
。

(
7
)
〉
・
勾
〉
=
E
3・
b
bも
§
之
至
。
唱
え
ミ
ロ

n
p呂、
¥
V
h
H
5
3
3
Y之
さ
2
室

-VKH円E
H
S
K筒、室内出室内向
4
3科目。。
¥
h
b
君
主
K
3
5
R
a
Eた
2
8
F宣
言
弘
ミ
宝
石
町
ph

わ
さ
同
止
さ
HH喜
(
∞
。
田
宮
可
可
。
恒
三
回
「
寄
与
g

g
口)・

5

3
・
3
・H
。・

3
1
2
・

(
8
)
町内∞己
U
E
白
河
mW0
・z
叶

um
印己完「印巾印回目。ロ。同]ロ(同開何回一、
H，
F巾
司
コ
円
巾
O
同何凶巾
E
tイ何日ロ
Z
『同市「町口口市・
2

百
円
『
?
同
町
む
な
=
s
a
w
f
p白白可

HKH-Hmw叶
ω
』ロ。円。且

E
N
F
R
-

官
官

ω]戸
1
N
.

(
9
)
安
田
信
之
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
『
司
法
危
機
』
」
ア
ジ
ア
経
済
一
五
巻
一
号
(
一
九
七
四
年
)
八
八

l
九
九
頁
中
の
九

O
頁
。
安
田
氏
は
問
項
の
解
釈

よ
り
明
白
な
こ
と
は
、
「
川
長
官
も
含
め
て
最
高
裁
の
す
べ
て
の
判
事
の
任
命
権
は
大
統
領
す
な
わ
ち
そ
れ
を
補
佐
す
る
内
閣
に
あ
り
、
凶
単
に
長
官
以

外
の
判
事
の
任
命
に
つ
い
て
内
閣
は
長
官
に
協
議
す
れ
ば
足
り
(
長
官
の
意
見
を
無
視
し
う
る
)
、
同
長
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
限
り
で
判
事

ま
た
は
州
高
裁
の
判
事
と
協
議
す
れ
ば
足
り
、
必
要
が
な
け
れ
ば
こ
れ
ら
の
判
事
と
一
切
の
協
議
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
方
的
に
任
命
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

主チム
日間
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三
、
法
律
委
員
会
報
告
書

論
争
の
中
で
、

一
九
五
八
年
に
公
表
さ
れ
た
イ
ン
ド
法
律
委
員
会
の
一
四
次
報
告
書
『
司
法
行
政
」
が
両
陣
営
か
ら
引
照
さ
れ
た
。
そ
こ

で
先
任
原
則
に
関
す
る
勧
告
部
分
を
次
に
摘
記
し
て
み
よ
う
。

「
欠
員
が
生
じ
た
場
合
最
先
任
の
陪
席
判
事
を
首
席
裁
判
官
に
昇
進
さ
せ
る
こ
と
が
、
現
在
ま
で
の
慣
習
な
5
2
-
2
)
と
な
っ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
昇
進
は
、

ほ
と
ん
ど
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
、
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
が
遂
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
高
度
の
ま
た
重
要
な
職
務
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
職
の
継
承
が
、
単
な
る
先
任
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
え
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
の
職
務
の
遂
行
の
た
め
に
は
、
能
力
と
経
験
の
あ
る
判
事
だ
け
で
は
な
く
、
随
時
お
こ
る
で
あ
ろ

う
複
雑
な
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
有
能
な
行
政
官
、
人
物
・
人
格
の
鋭
敏
な
判
事
、

と
り
わ
け
機
会
が
あ
れ
ば
司
法
部
の
独
立
の

番
犬
と
な
り
う
る
断
固
と
し
た
独
立
心
と
非
凡
な
個
性
の
持
ち
主
も
ま
た
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
成
功
す
る
首
席
裁
判
官
に
必
要
な
資
格

は
、
博
学
で
有
能
な
判
事
を
作
り
上
げ
る
資
格
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
十
分
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
職
へ
の
選
出

を
す
る
際
思
い
め
ぐ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
慮
事
項
は
、

そ
の
他
の
最
高
裁
判
事
の
任
命
を
規
律
す
る
そ
れ
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た

インド最高裁長官任命事件

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
見
解
で
は
従
っ
て
イ
ン
ド
首
席
裁
判
官
の
職
の
欠
員
補
充
は
、
上
述
の
考
慮
事
項
を
ま
ず
第
一
に
考

え
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
べ
き
だ
。
最
先
任
の
陪
席
判
事
が
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、

そ
の
職
を
、
つ
め
る
た
め
彼
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
は
反
対
が
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
非
常
に
し
ば
し
ば
そ
う
な
ら
な
い
場
合
も
あ
ろ

ぅ
。
従
っ
て
、
首
席
裁
判
官
の
職
へ
の
任
命
が
特
別
な
考
慮
に
か
か
る
こ
と
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
最
先
任
の
陪
席
判
事
へ
行
か
な
い
こ
と

と
い
う
、
健
全
な
慣
行

(gロ
〈

g
z
g
)
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、

た
と
え
最
先
任
の
陪
席

判
事
が
首
席
裁
判
官
の
職
に
任
命
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
は
彼
の
不
名
誉
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
別
の
所
で
も
、

そ
の
よ
う

北法36(3・57)721 



説

な
慣
行
が
高
裁
長
官
の
任
命
の
場
合
に
も
確
立
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
示
唆
し
て
い
る
。
ひ
と
た
び
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、

必
要
な
場
合
に
は
最
高
裁
の
外
部
に
い
る
人
々
の
聞
か
ら
そ
の
高
職
に
適
す
る
人
を
選
ぶ
こ
と
が
、
任
命
に
責
任
を
負
う
者
の
義
務
と
な
る

だ
ろ
う
。
高
裁
長
官
・
傑
出
し
た
実
力
の
あ
る
高
裁
陪
席
判
事
・
著
名
な
長
老
弁
護
士
が
豊
か
な
補
充
地
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

先
任
原
則
の
慣
行
の
結
果
、
長
官
の
在
職
期
間
が
短
か
く
な
り
最
高
裁
の
持
続
性
に
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
慣

面食

習
の
持
続
に
対
す
る
委
員
会
の
消
極
論
に
は
そ
の
種
の
認
識
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ク
マ
ラ
マ
ン
ガ
ラ
ム
は
こ
の
報
告
書
か
ら
、
政
府
は

先
任
を
基
礎
と
す
る
昇
進
原
則
を
遵
守
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
報
告
書
が
公
表
さ
れ
て
以
来
過
去
一
四
年
間
、

こ
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
な
か
っ
た
事
実
は
重
要
視
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
彼
は
報
告
書
の
一
一
一
酉
う
資
質
に
加
え
て
、
具
体
的
状
況
の
中
で
特
に
新

社
会
の
建
設
を
進
め
る
と
い
う
多
難
な
課
題
に
お
い
て
、
最
高
裁
に
指
導
性
を
与
え
る
長
官
の
能
力
を
強
調
し
、

ス
ト
は
た
ま
た
ま
任
命
の
日
付
の
た
め
最
先
任
判
事
に
与
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

一
国
の
最
高
裁
長
官
の
ポ

同
様
に
ア
ン
チ
ュ
レ
イ
は
、
委
員
会
報
告
の
全
体
の
論
調
も
先
任
順
の
重
視
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
委
員
会
の
国
家
概
念
も
「
主
に
法

と
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
て
機
能
す
る
か
つ
て
の
静
的
な
機
構
か
ら
・
:
市
民
の
社
会
的
経
済
的
生
活
を
整
序
す
る
動
的
な
組
織
へ
」
(
報

告
書
一
八
頁
)

と
変
わ
っ
た
た
め
、
選
ば
れ
る
人
の
本
物
の
「
要
件
」
「
適
性
」
概
念
も
変
化
し
、
長
官
も
ま
ず
わ
が
人
民
の
熱
望
と
の
提

携
を
要
す
る
と
言
う
。
吏
に
彼
は
、
最
先
任
の
首
席
判
事
の
「
不
名
誉
」
を
救
う
た
め
に
新
た
な
慣
行
を
確
立
す
る
必
要
は
な
い
と
し
、
パ

ル
キ
ヴ
ァ
ラ
の
報
告
書
の
恋
意
的
な
引
用
を
批
判
し
た
後
、
報
告
書
の
強
調
点
は
新
た
な
慣
行
の
確
立
で
は
な
く
不
健
全
な
慣
習
の
放
棄
に

あ
っ
た
、
従
っ
て
報
告
書
の
意
味
は
「
非
常
に
し
ば
し
ば
長
官
に
要
求
さ
れ
る
資
格
及
ぴ
考
慮
事
項
が
最
先
任
判
事
に
欠
知
す
る
こ
と
に
な

る
た
め
、
最
先
任
判
事
の
み
を
任
命
し
な
い
と
の
健
全
な
慣
習
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
の
批
判
者
側
は
、
報
告
書
自
体
長
い
無
為
に
よ
っ
て
黙
示
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
弁
護
の
余
地
の

な
い
行
動
の
正
当
化
の
た
め
突
然
再
生
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
利
用
の
さ
れ
方
(
ス
ッ
パ
・
ラ
オ
)
ゃ
、
今
回
の
決
定
以
前
に
先
任
に
か
か
わ
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り
な
く
長
官
の
任
命
を
す
る
慣
行
が
最
初
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
報
告
書
は
明
ら
か
に
し
て
い
た
が
、

を
指
摘
し
た
。

新
た
な
慣
行
が
確
立
さ
れ
ず
に

任
命
が
な
さ
れ
た
こ
と

(
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
)

ヘ
グ
デ
も
ま
た
、

先
任
原
則
は
長
官
任
命
の
た
め
の
最
良
の
方
法
で
は
な
い
が

疑
い
も
な
く
安
全
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
考
慮
・
個
人
的
好
き
嫌
い
・
そ
の
他
の
付
随
的
事
由
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

。
る
結
局
の
と
こ
ろ
、
前
掲
の
一
四
次
報
告
書
が
先
任
原
則
を
支
持
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
原
則
が
「
個
人
に
と
っ
て

公
正
で
あ
っ
て
も
、
組
織
に
と
っ
て
は
不
公
正
だ
」
と
評
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
慣
行
の
破
棄
に
内
在
し
て
い
た
政
府
の

意
図
・
目
的
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
別
途
考
慮
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

インド最高裁長官任命事件

(
1
)
F
g
そ
の
O
B
g
U
M
5
ロ
C
同
日
ロ
己
3
・
可
2
q
『
町
内
芯
町
号
、
~
兵
器
、
?
〈
。
一
-
戸
句
切
ω
m
w
j
i
品
。
4

司hw
吋
回
同
∞

(
2
)
山
崎
利
男
「
イ
ン
ド
の
裁
判
所
制
度
」
(
大
内
穂
編
「
イ
ン
ド
憲
法
の
基
本
問
題
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
・
一
九
七
八
年
・
二

O
七
l
二
六
九
頁
所
収
)

二
三
二
頁
。

(
3
)
同
ロ
呂
田
「
国
自
白
口
向
田
z
s
e
。
v・2F-司自
y
]戸

ωlH印

(
4
)
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口
付
三
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予
冬
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2
?
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2
}
印
A
H
1
m
m
r
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lめ
C

(
5
)
3
E
e
e
司
唱
。
H
l
G
印
d

斗
ω
l
∞
N
-

一一一
lHω同

(
6
)
Z
〉
句
田
-
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E
S
E
・
E
・
-
〉
?
と
2
Q
q
ミ
ミ
内
向
。
ミ
喜
望
苫
(
∞
。
5
E
〕
『
)
-
H
U叶
ω
・
石
ω
H
-
2
品
∞
・
』
C
2
E
S
E
t
-
H
6
・
2
・
H
H
H
e
同
様
な
批
判
と
し
て

参
照

]
Z‘
F
E
3
・
吋
ど
め
富
旬
町
村
同
志
向
s
g
こ
b
号
ミ

H
4
3
t
5
2
Z
E
Z
F
包
〈
U
E
R
ω
-
E
耳
〉
田
町
口
門
可
)
ヨ
間
以
同
官
庁
F
E
-
-
ゆ
斗
ψ

・
3
・
N
N
め
1
4

(
7
)
F
M
品
開
タ
ロ
守
門
H
H
-
百
日
V
A
H
i
h芯

(8)
司
同
寸
『
-
3
H
E
-
z
吋
『
巾
去
0
2
0
M
吉
岡
巾
「
D
E
M
∞
「
白
ロ
円
E
H，
F
巾
]
ロ
己
-
帥
『
可
O
「
与
。
戸
内
恒
三
氏
ロ
2
1
h
b言
、
占
包
戸
〈
。
-
印
(
O
m
円戸市山斗AH)司
忍
)
H
i
N川
Y
釦
門

N斗

(
9
)
「
多
く
の
場
合
、
先
任
原
則
は
凡
人
に
対
し
て
最
も
良
く
仕
え
る
も
の
だ
。
こ
の
制
度
で
は
傑
出
し
た
人
物
の
非
運
は
明
ら
か
で
あ
り
:
・
オ
ス
ト
ラ
シ

ズ
ム
の
下
で
彼
の
才
能
は
結
果
的
に
腐
食
す
る
。
従
っ
て
先
任
原
則
の
難
点
は
、
余
り
に
も
客
観
的
で
あ
る
た
め
個
人
的
な
実
力
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
は
最
高
の
者
を
除
く
す
べ
て
の
官
職
に
と
っ
て
公
正
で
あ
る
。
し
か
し
個
人
に
と
っ
て
公
正
で
あ
っ
て
も
、
組
織
に
と
っ
て
は
不
公
正
だ
。
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説

先
任
が
い
か
な
る
水
準
で
も
唯
一
の
決
定
要
因
と
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
危
険
な
ガ
イ
ド
で
あ
る
己
(
町
内
室
。
き
門
コ
遣
戸
玄
ミ
H
0
・
5
3・
宮
又
E
5

n
Z
E
Eロ
コ
-
も
ミ
・
司

2
・)

~A 

U岡

四
、
判
事
の
哲
学
論
争

こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
判
事
の
哲
学
を
問
う
立
場
と
、
憲
法
擁
護
義
務
以
外
を
認
め
な
い
立
場
が
対
立
し
た
。
次
に
そ
の
代
表
例
を

紹
介
し
よ
う
。

①
ク
マ
ラ
マ
ン
ガ
ラ
ム
の
主
張
|
最
高
裁
に
適
す
る
人
を
選
ぶ
際
に
は
、
広
い
国
家
問
題
・
今
日
イ
ン
ド
で
我
々
が
直
面
し
て
い
る
重
大

な
社
会
経
済
的
問
題
に
関
す
る
、
そ
の
人
の
見
解
を
-
評
価
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
彼
の
「
哲
学
」
「
人
生
観
」
「
社
会
的
ニ

l
ズ
概
念
」

を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
外
部
の
勢
力
又
は
影
響
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
判
事
が
時
代
の
動
き
に
接
近
す
る
方

法
か
ら
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
一
定
の
知
識
、
何
百
人
も
の
考
え
方
を
動
か
し
た
思
想
と
動
機
の
そ
れ
、
時
代
精
神
と
共
に
進
む
能

力
、
よ
り
良
い
よ
り
幸
福
な
生
活
を
求
め
て
努
力
す
る
人
々
の
熱
望
へ
の
共
感
を
理
解
す
る
見
地
を
、
判
事
は
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
問
題
を

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
す
る
職
務
が
政
府
に
謀
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
部
分
の
場
合
、
裁
判
官
の
誠
実
さ
や
法
律
知
識
と
共
に
、
変

動
す
る
イ
ン
ド
の
場
面
と
こ
の
国
が
行
き
た
い
と
望
む
方
向
を
考
慮
に
入
れ
る
、
「
見
解
」
「
哲
学
」
が
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

再
言
す
る
と
、
公
共
の
問
題
の
あ
る
種
の
知
識
、
何
百
万
人
も
の
考
え
方
と
情
熱
を
動
か
し
て
い
る
よ
り
大
き
な
視
野
の
知
識
は
、
最
高
裁

へ
の
任
命
の
た
め
の
重
要
な
一
資
格
要
件
で
あ
る
。
政
府
の
目
か
ら
し
て
こ
の
国
の
最
高
の
裁
判
官
職
を
占
め
る
の
に
最
も
適
す
る
と
考
え

る
人
を
任
命
す
る
こ
と
、
彼
の
哲
学
・
人
生
観
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
今
日
の
政
府
の
自
由
裁
量
の
中
に
完
全
に
入
っ
て
い
る
。
「
執

北法36(3・60)724 



行
府
に
適
す
る
」
判
事
を
望
む
者
は
い
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
憲
法
哲
学
の
自
己
流
の
理
解
の
装
い
の
下
で
、
憲
法
の
下
に
で
は
な
く
そ

の
上
に
座
し
て
実
際
に
立
法
す
る
判
事
た
ち
を
望
ま
な
い
。
政
府
側
で
国
会
の
絶
対
的
主
権
を
か
つ
て
主
張
し
た
者
は
い
な
い
。
ま
た
政
府

が
「
囚
わ
れ
の
」
も
し
く
は
「
コ
ミ
ッ
ト
し
た
司
法
部
」
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
、
意
図
的
か
つ
意
識
的
な
主
張
の
歪
曲
で
あ
る
。

我
々
は
、
政
党
の
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
判
事
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
と
憲
法
理
解
の
見
地
か
ら
、
そ
の
哲
学
を
割
酌
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
。

②
ア
ン
チ
ュ
レ
イ
の
主
張
l

「
す
べ
て
の
他
の
民
主
国
家
に
お
い
て
、
判
事
は
就
任
後
彼
の
政
治
哲
学
を
捨
て
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
わ
が
政
府
は
、
裁
判
官
職
に
つ
い
た
後
に
一
つ
の
政
治
哲
学
を
固
守
し
あ
る
い
は
獲
得
す
る
こ
と
を
判
事
に
期
待
し
て
い
る

の
だ
」
と
の
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
の
議
論
は
、
半
分
の
真
実
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
判
事
が
就
任
後
も
彼
の
政
治
哲
学
を
捨
て
な
い
た
め
に
紛
争

が
生
じ
て
い
る
。
も
し
判
事
が
そ
の
「
反
動
的
な
」
哲
学
を
捨
て
、

一
個
の
立
法
に
含
ま
れ
る
哲
学
に
照
ら
し
て
法
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

す
べ
て
の
論
争
は
直
ち
に
お
さ
ま
る
。
裁
判
所
に
は
選
択
の
余
地
が
な
い
。
国
会
が
宣
言
す
る
哲
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
そ
れ
を
読
み

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
事
た
ち
は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
哲
学
を
解
釈
し
、
自
分
た
ち
の
哲
学
で
置
き
換
え
な
い
こ
と
を
期
待
さ
れ
て

インド最高裁長官任命事件

い
る
。
彼
ら
は
解
釈
問
題
に
お
い
て
人
民
の
哲
学
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
人
民
の
哲
学
を
自
ら
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
国
が
も
は
や
用
い
て
い
な
い
静
態
的
な
哲
学
の
支
持
者
を
就
任
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
過
程
の
歩
調
を
早
め
る
よ
り
、
漸

コ
ミ
ッ
ト

進
的
進
歩
の
た
め
に
は
、
動
態
的
憲
'
法
の
哲
学
に
忠
誠
表
明
を
し
た
人
を
得
る
方
が
好
ま
し
い
。
生
き
て
い
る
国
民
の
動
態
に
自
ら
を
適
応

さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
法
の
支
配
で
あ
る
。
そ
の
国
民
は
「
後
進
的
観
点
」
で
は
な
く
「
前
進
的
観
点
」
を
持
っ
て
い
る
。
最
高
裁
が

持
た
ざ
る
者
の
角
度
か
ら
社
会
主
義
的
立
法
措
置
を
見
る
こ
と
を
始
め
な
い
限
り
、

い
か
な
る
進
歩
も
起
こ
り
え
な
い
。
実
際
そ
れ
は
時
代

の
叫
び
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
高
裁
も
ま
た
「
読
み
書
き
の
で
き
な
い
公
衆
の
無
言
の
望
み
」
に
好
意
を
持
つ
て
は
っ
き
り
発
言
す
る
べ
き

で
あ
る
。
判
事
た
ち
の
で
な
く
人
民
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
べ
き
だ
。
司
法
部
は
、
政
府
の
態
度
と
傾
向
に
で
は
な
く
、
主
権
の
真
の

コ
モ
ン
・
マ
ン

保
持
者
た
る
一
般
人
の
哲
学
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
判
事
た
ち
が
「
個
人
主
義
又
は
自
由
放
任
の
」
自
分
た
ち
の
哲
学
で
幸
福
に
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説

く
ら
し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
時
代
の
悲
劇
が
あ
る
。

③
ヘ
グ
デ
の
批
判
|
わ
が
憲
法
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
哲
学
を
持
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
判
事
は
就
任
時
に
憲
法
忠
誠
の
宣
誓
を
行
う
。
そ

吾乏込

ロ岡

の
宣
誓
に
真
実
で
あ
る
判
事
は
通
り
過
ぎ
る
風
に
我
を
忘
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
憲
法
に
含
ま
れ
て
い
る
哲
学
以
外
の
哲
学
に
賛
同
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
が
憲
法
の
下
で
は
、
判
事
が
個
人
的
な
人
生
哲
学
ゆ
え
に
選
抜
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ひ
と
た
び

判
事
と
し
て
任
命
さ
れ
る
な
ら
、

そ
の
人
は
自
ら
の
個
人
的
見
解
を
し
て
判
断
に
影
響
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
ク

マ
ラ
マ
ン
ガ
ラ
ム
は
判
事
た
ち
が
憲
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
言
っ
た
が
、
そ
の
憲
法
と
は
政
府
が
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
も
の
だ

ロ
ク
・
サ
パ

っ
た
。
政
府
は
彼
を
通
じ
て
連
邦
下
院
で
、
最
高
裁
の
中
に
「
後
進
的
観
点
」
の
判
事
で
は
な
く
「
前
進
的
観
点
」
の
判
事
が
い
る
こ
と
を

望
む
と
公
言
し
た
。
こ
の
声
明
か
ら

C
-
K
-
ダ
プ
タ
リ

i
は
、
今
後
最
高
裁
判
事
は
憲
法
の
研
究
を
期
待
さ
れ
な
い
が
、
支
配
政
党
の
選
挙

綱
領
の
研
究
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。
も
し
最
高
裁
へ
の
任
命
が
、
誰
が
前
進
的
観
点
を
持
ち
誰
が
持
た
な
い
か
に
関
す
る
政

府
の
評
価
に
か
か
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
最
高
裁
は
政
府
か
ら
見
て
そ
の
政
策
や
計
画
に
賛
成
し
そ
う
な
判
事
で
一
杯
と
な
る
だ
ろ

ぅ
。
制
憲
者
は
上
位
裁
判
所
へ
の
任
命
に
二
次
的
な
考
慮
が
入
る
の
を
何
と
か
し
て
避
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
現
在
の
政
府
は
ま
さ
に
こ

れ
ら
の
考
慮
を
、
後
扉
を
通
じ
て
引
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。

④
そ
の
他
の
批
判
|
最
高
裁
の
す
べ
て
の
判
事
は
政
府
の
政
策
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
判
決
を
下
す
時
に
、
長
官
に
任
命
さ
れ
る
見
通
し

を
考
え
て
、
任
命
を
得
る
た
め
政
府
に
気
に
入
ら
れ
た
い
な
ら
そ
の
時
点
の
政
府
の
哲
学
が
何
で
あ
る
か
を
、
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
最
高
裁
入
り
を
願
う
高
裁
判
事
も
同
様
な
こ
と
に
な
る
(
シ

l
タ
ル
ヴ
ァ

i
ド
)
。
高
裁
・
最
高
裁
の
判

事
及
ぴ
長
官
の
任
命
に
適
用
さ
れ
る
べ
く
政
府
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
新
し
い
規
範
は
、
裁
判
所
の
中
で
ゆ
き
わ
た
っ

て
い
る
調
和
を
か
き
乱
す
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
範
は
、
政
府
の
目
を
と
ら
え
そ
の
祝
福
を
得
ょ
う
と
す
る
野
心
的
な
弁
護
士
や
判
事

聞
に
不
健
全
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
し
、
す
で
に
引
き
起
こ
し
た
徴
候
が
あ
る
。
昇
任
・
昇
進
し
た
い
と
思
う
気
持
は
人
間
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の
弱
さ
で
あ
り
、
多
く
の
者
は
そ
の
誘
惑
の
虜
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
国
の
市
民
は
種
々
の
憲
法
改
正
の
結
果
す
で
に
い

く
つ
か
の
価
値
あ
る
権
利
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
損
失
は
司
法
部
の
中
傷
の
結
果
と
し
て
彼
ら
が
失
っ
た
も
の
と
比
べ
れ
ば
小
さ
い

も
の
だ
0

・
:
今
日
司
法
部
は
疑
い
の
的
だ
。
そ
の
最
も
正
直
な
判
決
で
も
政
府
に
有
利
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
不
信
の
念
で
見
ら
れ
よ
う
。
最

善
の
努
力
を
し
て
も
、
司
法
部
を
再
建
す
る
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
に
違
い
な
い
(
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
)
。

以
上
の
①
②
に
見
ら
れ
る
立
場
は
、
憲
法
と
良
心
に
の
み
忠
実
な
裁
判
官
像
か
ら
い
わ
ば
社
会
経
済
的
正
義
に
機
導
さ
れ
る
裁
判
官
像
へ

の
転
換
を
求
め
た
点
で
、
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
期
待
さ
れ
る
哲
学
が
支
配
政
党
の
解
釈
す
る
憲
法
哲
学
と
一
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
た
点
に
不
幸
が
あ
っ
た
。
た
と
え
執
行
府
が
民
主
過
程
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
よ
う
と
も
、
従

順
な
長
官
を
通
じ
て
「
態
度
表
明
し
た
判
事
」
で
裁
判
所
を
抱
き
込
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
今
回
の
試
み
は
、
危
険
な
先
例
で
あ
っ
た
。

インド最高裁長官任命事件

(I)
町
内
ロ
自
由
「
白
ヨ
包
容
}
白
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も
2
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e
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(3)
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p
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h
'
品
目
品
m
y
#
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(
4
)
3
ε

・円)日)∞少∞、
1

・

(
5
)
例
え
ば
事
情
の
変
化
は
、
ラ
イ
ナ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
マ

I
ド
ヤ
・
プ
ラ
デ
l
シ
ュ
高
裁
判
事
シ
ン
(
の
・
同
y
m
E開
Z
の
次
の
言
葉
l
元
最
高
裁

長
官
ダ
ス
(
凶
・
同
-
U
白
凹
)
を
悼
ん
だ
も
の
ー
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
て
い
る
。
「
ダ
ス
氏
は
著
名
な
判
事
・
最
高
裁
長
官
と
し
て
常
に
記
憶
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼

は
実
力
本
位
で
最
高
伎
の
裁
判
官
職
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
れ
は
判
事
が
追
従
に
よ
っ
て
又
は
便
宜
的
な
演
説
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
し
ば
し
ば
デ
リ
ー
を
訪

問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
利
益
を
得
る
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
『
コ
ミ
ッ
ト
し
た
司
法
部
」
と
い
う
表
現
は
そ
の
当
時
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
」

ω
ζ
z
m巳
E
-
E喧
-
H芯
且

h
s
s
k
b呂町村
2
2
E
0
5一
〈
旦
宮
-
F
曲
者
同
D
E印
巾
)
-
H

句、吋少甘同品()・

ν
ユ
ニ
ア

(
6
)
ダ
l
ヴ
ァ
ン
は
、
「
最
高
裁
の
後
輩
の
判
事
が
長
官
職
は
親
政
府
的
判
決
の
報
酬
た
り
う
る
と
感
じ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
司
法
の
独
立
は
影
響
を
受
け

る
だ
ろ
う
し
、
政
府
に
反
対
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
、
誠
実
さ
を
旨
と
す
る
偏
見
の
な
い
判
事
に
と
っ
て
も
、
政
府
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説

に
有
利
な
判
決
を
出
す
こ
と
も
む
ず
か
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
不
幸
に
も
余
り
に
多
く
の
政
治
が
導
入
さ
れ
た
」
と
一
言
う
。
目

S
2〈
U
E
2
2
・
コ
足
h良
市

書
道
内
向
。
一
足
立
白
書
出
、
む
さ
白
書
室
『
Q
O
-
M
g
ミ
2
h
お
円
、
h
m
-
3
R
室
内
ミ
H
u
e
-
v
さ
色
町
廿
円
。
~
言
語
内
室
町
内
室
と
え
足
立
喜
ミ
h
-
3
2
M
(
Z
司
君
。
巾
-
E
円
印
門
町
『
一
回
口
問
T
E
E
-
-
印
町
内
『
印
)
-

H句
、
吋

m
T
官
同
「
乱
D
-

吋
』
足
'
v
n
H
w
弓
室
内
向
E
R
ミ
ミ
P
H
K
E
e
h
F
同
胃
g
h
。
h
a
~
h
a
Zな
さ

E
A
1
J
2
t
p
n
z
h
円
弓
吋
魚
川
町
p
s
ミ
ミ
旬
(
∞
。
呂
町
出
可
Z
F白
叶
コ
司

m広
EM)-Hmw寸
叶

ehveNhv

(
7
)
n
Z
E
F
E
『
ア
ロ
も
円
デ
甘

ω
印
の
指
摘
。
但
し
、
執
行
府
自
体
の
民
主
性
に
も
深
刻
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
し
て

Q
戸
。
・
2
E
-
E
・
。
室
急
言

コ
ミ

E
~
M
V
G
円
2噌
N
S
~
s
t
s
n
。
叩
柏
町
H
a
s
h
-
仏
町
内
P
E
N
h
A
N
(
z
m
君
。
巳
『
戸
一
〈
m
訪
日
戸
戸
品
F
m
w
可
ロ
C

ロロMWCCロ的)-HAW∞
ω-
官百円
l
u
ハロ(円ロ
q
o品ロ円け
5
ロ}

吾d.a岡

五
、
長
官
の
影
響
力
と
そ
の
後
の
事
例

最
高
裁
長
官
に
親
政
府
的
立
場
に
立
つ
と
見
ら
れ
る
人
物
を
任
命
し
た
政
府
側
に
は
、
長
官
の
影
響
力
に
対
す
る
一
定
の
期
待
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
陪
席
判
事
に
対
す
る
長
官
の
影
響
力
・
長
官
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
の
判
決
に
対
す
る
政
府
の
影
響
力
に
関
し
て
、
否

定
的
な
議
論
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
チ
ャ
ク
ラ
ボ

1
テ
ィ

l
の
肯
定
論
に
注
目
し
た
い
。
第
一
に
長
官
の
象
徴
的
な
地
位
・
先

任
と
い
う
身
分
・
法
律
分
析
と
説
得
力
に
お
け
る
技
量
が
無
視
で
き
な
い
し
、
合
議
や
裁
判
官
会
議
の
主
宰
者
と
し
て
の
役
割
が
重
要
で
あ

る
。
長
官
は
討
議
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
投
票
は
最
後
に
行
う
が
自
ら
の
結
論
を
最
初
に
述
べ
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
最
高
裁
の
業
務

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
審
議
の
寸
ト

l
ン
と
テ
ン
ポ
」
を
定
め
る
。
第
二
に
潜
在
的
な
影
響
力
の
源
泉
と
し
て
の
意
見
の
配
布
権
が
あ
る
。
長

官
が
多
数
意
見
に
加
わ
る
場
合
必
ら
ず
こ
の
権
限
を
持
つ
。
第
三
に
ベ
ン
チ
の
規
模
と
構
成
が
長
官
の
裁
量
で
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
判
決

作
成
過
程
と
判
決
出
力
と
の
両
方
に
傾
向
性
を
与
え
る
権
限
で
あ
る
。
但
し
、
チ
ャ
ク
ラ
ボ

l
テ
ィ

l
の
行
っ
た
最
高
裁
判
事
へ
の
ア
ン
ケ

l

ト
調
査
は
、
判
決
作
成
過
程
に
お
い
て
長
官
が
影
響
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
彼
は
こ
れ
を
長
官
に
よ
る
影
響
を

認
め
た
が
ら
な
い
判
事
の
性
癖
に
よ
る
も
の
だ
と
し
た
。
そ
し
て
ガ
ド
ボ
ア
の
指
摘
し
た
如
く
、

ラ
1
イ
の
昇
任
が
暗
示
し
た
も
の
こ
そ
、
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最
高
裁
の
政
策
出
力
に
お
い
て
長
官
が
あ
る
種
の
差
異
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ガ
ン
デ
ィ

l
の
確
信
で
あ
っ
た
の
だ
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。

さ
て
七
三
年
四
月
の
先
例
は
再
び
七
七
年
一
月
に
ラ

l
イ
の
後
任
と
し
て
、
最
先
任
の
カ
ン
ナ
(
国
・
河
・

5
M
E
E
)
判
事
の
代
わ
り
に
ベ
グ

(
d
A
-
E
F
間
)
判
官
学
を
任
命
す
る
こ
と
で
繰
り
返
さ
れ
た
。
ガ
ン
デ
ィ

l
政
府
の
ゴ
カ

l
レ
法
相
は
カ
ン
ナ
の
代
わ
り
に
ペ
グ
を
任
命
し
た
の

の
故
だ
と
述
べ
た
が
、
真
の
理
由
は
七
六
年
四
月
二
八
日
に
出
さ
れ
た
人
身
保
護
事

件
判
決
に
お
け
る
カ
ン
ナ
の
反
対
意
見
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ナ
は
抗
議
し
て
辞
職
し
、
先
の
と
同
様
な
批
判
が
法
曹
界
か
ら

起
こ
っ
た
。

は
カ
ン
ナ
の
残
余
任
期
の
短
か
さ

(
五
か
月
と
五
日
)

そ
の
一
年
後
の
七
八
年
二
月
ベ
グ
長
官
の
退
任
を
迎
え
て
、
今
度
は
人
身
保
護
事
件
で
の
政
府
寄
り
の
意
見
を
理
由
に
し
て
、
先
任
順
か

ら
し
て
一
位
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
チ
ュ
ド
判
事
と
二
位
の
パ
グ
ワ
テ
ィ
判
事
を
長
官
に
任
命
し
な
い
よ
う
に
と
の
要
求
が
ボ
ン
ベ
イ
の
法
曹
界
か

ら
出
さ
れ
た
。
し
か
し
デ
サ
イ
(
玄

C
E
Z
U
2
2
)
政
府
は
こ
れ
を
斥
け
て
先
任
の
原
則
に
復
帰
し
、

を
任
命
し
た
。

一
六
代
長
官
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
チ
ュ
ド

インド最高裁長官任命事件

(1)
ア
ン
チ
ュ
レ
イ
は
、
ゴ

l
ラ
ク
・
ナ
l
ト
事
件
判
決
後
ラ
オ
と
会
っ
た
時
の
シ
!
タ
ル
ヴ
ァ

l
ド
の
次
の
叙
述
を
挙
げ
て
、
こ
れ
は
陪
席
判
事
が
長
官

の
説
得
努
力
を
無
視
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
証
明
し
て
い
る
と
言
う
。
「
し
ば
ら
く
後
の
夕
食
会
で
ス
ッ
パ
・
ラ
オ
長
官
・
ヒ
ダ
ヤ
ト
ゥ
ラ
l

(
同
志
田
百
円
三
一
同
町
)
・
ワ
ン
チ
ュ

l
(ぎ
即
日
Z
D
O
)

判
事
と
偶
然
会
っ
た
時
、
私
は
そ
の
よ
う
な
広
汎
な
帰
結
を
含
む
判
決
は
ぎ
り
ぎ
り
の
過
半
数
で
決
せ
ら

れ
る
べ
き
で
な
い
と
述
べ
た
。
す
る
と
長
官
は
、
も
っ
と
多
い
過
半
数
を
得
ょ
う
と
最
良
の
努
力
を
し
た
の
だ
が
成
功
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
答
え
た
。
」

(
ヌ
め
・
的
え
同
一
〈
旦
-
h
小、

PHr・ト円相官。吏
H
G
$
ミ
同
3
E
F
3
-
H
匂寸(〕喝同)・日
M
X
-
2
2
E
E
〉
丘
三
mq・。、・
2
ア
司
・
市
戸
)

(
2
)
富
田
口
出
回
の
吉
て
田
宮
『
々
-
M
H
h
v
苫
吉
町
内
室
E
H
S
H
P
内
『
ミ
s
s
h
d
-待
。
目
的
、
と
尽
き
弘
同
町
邑
H
A
¥
'
p
k
R
S』
旬
、
r
G
S
S台
湾

s
s
a
V
R丘町村ミ

U
R
E室
l
ミ
ミ
S
h
'
』

m
w
G
u
v
-

3
1。(己口甘
z
g
z
F
E
司
F・
O-
叶

u
g
p
cヨ
2
3
F門司口問
Z
D
ユ
古
宮
口
岡
田
一
)
噌
早
∞
C
-
官
官

N
H
品l
l
N
N
P
N
品。
l
N
m
H

著
者
は
、
一
九
六
七
七
六
年
に
在
職
し
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説

た
最
高
裁
判
事
に
郵
送
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
が
、
回
答
二
ニ
の
う
ち
、
長
官
が
判
決
作
成
過
程
に
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
同
意
す
る
も
の
五
・
不
同
意

の
も
の
八
、
会
議
の
主
宰
者
と
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
も
の
ご
了
不
同
意
を
表
明
し
た
も
の
一

O
で
あ
っ
た
。
な
お
ガ
ド
ボ
ア
の
指

摘
は
の
め
。
『
聞
こ
向
。
邑
g
u
a
』
ア
め
右
足
ヨ
ぬ
の
O
E
ニ)
R
E
E
F
-
呉
E
P
Z
N
W
Q
E話
?
円
。
君
、
皇
室
QF
〈。一
-
H
0
・

5
=
を
引
用
。

(
3
)
〉
註
】
門
E
E
-
-
M∞
E
2
玄白岡
E

E
門戸』白
σ白
]
甘
口
『
〈
∞
E
S
E口門的
FEr-E-
七
∞
諒
一
一
∞
口
百
三
的
。
何
回
叶
N
-

多
数
意
見
H
ラ
i
イ
・
ベ
グ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
チ

ュ
ド
(
吋
〈

n
E
E
E円
E
B
)
・
、
ハ
グ
ワ
テ
ィ
(
日
u
Z
∞
吉
岡
垣
さ
)
は
七
五
年
六
月
二
七
日
付
の
大
統
領
命
令
に
よ
り
、
何
人
も
拘
禁
命
令
の
合
法
性
を
問
、
つ

た
め
高
裁
に
対
し
憲
法
二
二
六
条
に
基
づ
く
令
状
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
出
訴
権
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ
ト
事
件
が
ア
メ
リ

カ
史
の
一
部
で
あ
り
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
が
フ
ラ
ン
ス
史
の
一
部
で
あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
史
の
一
部
と
な
る
だ
ろ
う
と
評
さ
れ
て
い
る
。
(
国
富
∞

2
『I

Z--
コ
呂
町
司
君
司
、
h
2
H
Q
e
~
v
s
E活

hah町h
Eえ
M
S
H弘
円

Z
K
P
E宮
内
実
Y
E
n
s。
〉
守
己
主
的
苦
(
回
。
ョ
σ
ミ

Z
Y白
、
『
『
号
回
忌
戸
)
唱
は
コ
∞
-
司

N
e
)

カ
ン
ナ
の
反
対
意

ア
+
テ
マ

見
の
冒
頭
は
次
の
通
り
。
「
予
防
拘
禁
法
・
審
理
な
し
の
拘
禁
法
は
、
人
身
の
自
由
を
愛
す
る
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
の
の
ろ
い
だ
。
そ
の
よ
う
な
法
は
我
々

す
べ
て
が
大
切
に
し
、
ま
た
人
生
の
よ
り
高
い
価
値
の
間
で
第
一
の
地
位
を
占
め
る
、
基
本
的
な
人
間
の
自
由
へ
の
深
刻
な
侵
害
と
な
る
。
従
っ
て
法
の

支
配
・
人
身
の
自
由
の
不
可
侵
に
持
続
的
な
確
信
を
持
つ
者
が
、
そ
の
下
で
長
期
間
審
理
な
し
で
拘
禁
さ
れ
う
る
法
に
た
や
す
く
自
ら
を
調
和
さ
せ
な
い

こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
・
:
」
(
一
H

句
、
吋
町
一
的
己
目
)
同
)
目
的
わ
児
甘
凶
品
品
)

(
4
)
例
え
ば
、
ム
コ
テ
ィ
示
。
σ
E
E
F
A
C
Z。
ユ
可
最
高
裁
弁
護
士
協
会
副
会
長
て
シ
ヤ
ル
マ
(
民
戸
∞
吉
守
自
ω
デ
リ

l
法
曹
評
議
会
会
長
)
・
カ
タ
リ
ア
(
宍

Z

穴
巳

R
U
デ
リ

l
高
裁
弁
護
士
協
会
副
会
長
)
の
共
同
声
明
H

「
邪
悪
で
腹
黒
い
勢
力
が
再
ぴ
攻
撃
し
て
き
た
。
七
三
年
四
月
二
五
日
に
残
酷
で
予
期
せ

ぬ
打
撃
を
受
け
た
後
司
法
部
の
独
立
は
昏
睡
状
態
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
執
行
府
は
無
慈
悲
に
も
最
期
の
止
め
を
き
し
た
。
今
や
市
民
は
州
又
は
連
邦
に

対
抗
し
て
救
済
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
国
の
最
高
裁
判
所
の
前
に
来
る
こ
と
を
践
路
す
る
だ
ろ
う
。
判
事
が
政
治
的
便
宜
の
犠
牲

と
な
っ
て
い
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
」
(
呂
「
与
包
含
ロ
ア
冬
・
ミ
-
古
山
ω印
)

(5)
問
ど
巾
巾
〈
ロ
E

S
ロ
h
r
E
F円。』山口。
c
・
む
な
円
E
S
g
t
h
3
2
a乏
重
量
時
久
的
"
も
喜
善
命
。
喜
三
守
令
官
臼
一
与
の
目
的
ぬ

h
E
K
H
(回
O
B
g
v
J
Z
-
Z
-
4
2
E
P
C
4
早
叶
∞
4
3・

H
H
m
w
l
H
N
印

ヨ1'>.
員同
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お

わ

一
九
七
七
年
九
月
グ
ジ
ャ
ラ

1
ト
高
裁
の
デ
サ
イ

(
0・〉・

0
2
ど
)
判
事
が
当
該
高
裁
の
先
任
の
三
判
事
を
飛
び
越
し
て
最
高
裁
陪
席
判
事

に
任
命
さ
れ
た
時
、
今
度
は
高
裁
判
事
か
ら
最
高
裁
判
事
へ
の
昇
任
に
適
用
さ
れ
る
先
任
原
則
が
破
棄
さ
れ
た
と
し
て
、
再
び
大
論
争
が
起

こ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
事
例
研
究
を
し
た
ダ

l
ヴ
ァ
ン
と
ジ
エ
イ
コ
ブ
は
結
論
的
に
、
論
争
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
一

は
最
高
裁
へ
の
任
命
制
度
の
見
直
し
で
あ
る
。
現
在
の
最
高
裁
判
事
が
す
べ
て
退
職
す
る
ま
で
最
高
裁
長
官
は
先
任
原
則
に
基
づ
い
て
任
命

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
政
府
は
現
判
事
全
員
の
退
職
後
は
先
任
原
則
が
必
ら
ず
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
今
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
最
近
の
大
論
争
に
鑑
み
て
、
長
官
任
命
に
際
し
て
こ
れ
以
上
の
論
争
が
起
こ
れ
ば
最
高
裁
と

ク
レ
デ
ィ
ビ
リ
テ
ィ
ー

長
官
職
の
信
頼
性
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
現
判
事
の
全
員
は
こ
の
原
則
の
黙
示
の
基
盤
の
上
に
任
命
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
一
九
八
六
年
二
一
月
一
一
一
日
に
発
足
す
る
新
制
度
に
お
い
て
は
、
無
用
の
競
争
を
避
け
る
た
め
、
①
長
官
が
同
輩
者
中
の
第
一
人
者

で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
し
、
②
最
高
裁
陪
席
判
事
の
外
部
か
ら
長
官
を
導
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
提
案
す
る
。
そ
の
二
は
最
高
裁
判
事

の
資
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
文
脈
に
お
い
て
良
い
判
事
と
は
憲
法
の
目
的
論
的
な
ま
た
開
発
的
な
目
標
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と

インド最高裁長官任命事件

言
わ
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
の
国
民
の
開
発
目
標
に
従
っ
て
法
を
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る
判
事
は
、

一
つ
の
政
府
の
諸
政
策
に
つ
い

て
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
判
事
の
社
会
哲
学
が
重
要
で
あ
る
と
の
議
論
を
無
視
で
き
な
い
が
、
判
事
は
彼
の
中
立
性

を
捨
て
去
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
良
い
判
事
と
は
、
立
法
の
目
的
論
的
投
影
と
一
致
し
た
立
法
の
解
釈
が
で
き
る
人
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。

論
者
た
ち
の
提
案
は
先
任
原
則
の
再
考
を
求
め
な
が
ら
も
支
配
政
党
の
哲
学
に
拘
束
さ
れ
な
い
判
事
を
主
張
し
た
点
で
、
評
価
で
き
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
脈
で
八

O
年
一

O
月
一
七
!
一
九
日
ア

1
メ
ダ
パ

l
ド
で
行
わ
れ
た
、
判
事
の
任
命
と
転
任
に
関
す
る
全
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説

国
セ
ミ
ナ
ー
の
次
の
よ
う
な
指
摘
も
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
司
法
部
の
独
立
の
意
義
を
再
考
す
る
上
で
重
要
な
視
点
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
「
セ
ミ
ナ
ー
は
司
法
部
の
独
立
が
イ
ン
ド
憲
法
の
軸
模
で
あ
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。
そ
の
維
持
は
憲
法
の
精
神
を
維
持
す

告ゐ‘
西岡

る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
憲
法
は
従
っ
て
、
司
法
部
の
独
立
の
価
値
に
最
大
の
配
慮
を
払
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
司
法
階
層
に
お
け
る
任

命
と
転
任
の
問
題
は
、
上
述
の
目
標
の
文
脈
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
。
司
法
部
の
独
立
概
念
は
政
治
的
ド
グ
マ
で
も
ま
た
単
な
る
ユ

l

ト
ピ
ア
哲
学
で
も
な
く
、
生
き
た
現
実
で
あ
り
、

そ
れ
に
立
憲
統
治
下
の
他
人
の
自
由
・
社
会
正
義
・
法
の
支
配
及
び
秩
序
あ
る
進
歩
が
か

か
っ
て
い
る
。
従
っ
て
司
法
機
構
は
、
公
平
な
司
法
行
政
を
そ
こ
な
う
可
能
性
を
持
つ
決
定
的
な
執
行
府
の
影
響
か
ら
免
除
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
こ
れ
は
判
事
が
ま
っ
た
く
社
会
的
・
政
治
的
哲
学
を
持
た
な
い
と
か
、
社
会
の
同
時
代
の
大
勢
か
ら
完
全
に
隔
絶
す
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
隔
絶
は
望
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
実
際
的
で
な
い
。
憲
法
は
こ
の
職
を
執
行
権
の
可
能
な
乱

用
か
ら
絶
縁
さ
せ
る
よ
う
留
意
し
て
い
る
。
従
っ
て
指
導
原
理
は
、
判
事
の
任
命
・
転
任
問
題
に
お
い
て
憲
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
を
そ
の
文

言
と
精
神
に
お
い
て
保
持
し
強
め
て
、
執
行
府
の
干
渉
が
防
止
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
司
法
行
政
に
お
い
て
意
識
的
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。

〔
裁
判
所
の
コ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
〕

セ
ミ
ナ
ー
は
『
コ
ミ
ッ
ト
し
た
裁
判
所
』
概
念
が
過
去
に
お
い
て
、
憲
法
に
対
す
る
態
度
表
明
だ
け

で
な
く
、

そ
の
時
代
の
支
配
政
党
の
政
策
や
綱
領
へ
の
そ
れ
を
も
意
味
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
き
た
事
実
を
、
遺
憾
と
す
る
。
こ
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
る
概
念
は
、
単
に
司
法
部
の
独
立
だ
け
で
は
な
く
ま
さ
に
立
憲
主
義
の
基
礎
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
そ
れ
を
く
つ
が
え
す
も
の

で
あ
る
。
判
事
た
ち
は
市
民
の
市
民
的
自
由
に
深
い
関
心
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
何
百
万
人
も
の
イ
ン
ド
の
搾
取
さ
れ
た
貧
し
い
市
民
の
境

遇
を
改
良
す
る
た
め
持
続
的
な
熱
意
を
持
つ
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
法
律
・
裁
判
制
度
を
改
革
し
て
、
大
衆
及
び
わ
が
人
民
の

弱
者
部
門
に
対
す
る
不
正
と
搾
取
の
一
源
泉
た
る
こ
と
か
ら
の
離
脱
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
・
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
公
約
は
、
今
日

の
イ
ン
ド
上
位
裁
判
所
の
判
事
た
ち
に
と
っ
て
望
ま
し
い
だ
け
で
な
く
、
ま
た
不
可
欠
の
も
の
で
も
あ
る
。
」
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八
五
年
七
月
に
定
年
を
迎
え
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
チ
ュ
ド
長
官
の
後
継
者
選
任
時
に
、

ラ
ジ

1
ヴ
(
宮
]
定
。

ESF)
政
府
が
こ
れ
ら
の
視
点
か

ら
し
て
い
か
な
る
対
応
を
す
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
1
)
現
最
高
裁
判
事
中
の
最
後
の
パ
グ
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テ
ィ
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事
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八
六
年
-
二
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一
一
日
に
退
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る
予
定
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。
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An Analysis of the 1973 Controversy over the 
Appointment of the Chief Justice of lndia 

Masaki INA 

Introduction 

In India faced with the obstacle of judicial decisions， the government and parliament 

have wanted to subordinate the judicary. This article is an analysis of the executive in. 

tervention to the personnel administration of the Supreme Court of India. 

1 . Beginning of the Event 

On 25 April 1973， the government announced the name of Justice Ray as the next 

Chief Justice superseding three senior judges. This news of the supersession caused a 

deep sense of shock among lawyers. It was felt that the major objective of this decision 

was to remove the roadblocks to pack the Supreme Court. 

2. Constitutional Provision and Constitution-Maker's Intention 

The appointment is governed by Article 124 of the Constitution. Two interpretations 

were submitted in this case. Apart from the practice， so far as the appointment of the 

Chief Justice is concerned， there is no duty laid down of consultation with anyone. And 

the reference to Dr. Ambedkar's argument has no use for this interpretation. 

3. Report of the Law Commission of lndia 

The Law Commission made a well reasoned recommendation that the office of the Chief 

Justice should not go by seniority. Here is a clear recognition of the fact that the princi 

ple of seniority so long followed needs to be changed for revitalization of the system 

4. Controversy over the Philosophy of Judges 

In this case the government asserted they were entitled to take into account the phi 

losophy of judges. But this new approach may become a dangerous precedent. 

5. Influence of the Chief Justice and the Following Cases 

• Associate Professor of Iwate University 
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Hokkaido L. Rev 

The Chief Justice seems to have influence on the decisional process and its policy out. 

put. and sufficient power to bias the Court. The Gandhi Government decided again to su. 

persede the seniormost judge in January 1977. but the Desai Goverment returned to the 

principle in February 1978 

Conclusion 

It is necessary to reconsider the principle of seniority from the new prespective. But at 

the same time we must admit the judicial apparatus should always be immunized from 

unnecessary executi ve influences. 
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